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後見人等候補者の推薦 　第三者（専門職）後見人候補者の紹介が必要な場合に、状況等に
応じ、適切な後見人等候補者を推薦します。

申立て経費の助成 　申立て経費を申立人も本人も負担することが困難な場合に港区
が助成します。（助成には一定の要件があります）

親族向け後見人講座 　成年後見制度の利用を検討している人や、すでに、成年後見人等
として活動している人などを対象に講座を開催します。

社会貢献型後見人等
候補者の養成

　社会貢献的な精神で、後見活動にあたる「社会貢献型後見人」等
候補者を養成し、港区に登録します。受任調整は適性を見極めなが
ら行います。なお、選任後は本会が監督人として支援します。

親族後見人の支援 　親族後見人が安心して後見活動に取り組むことができるよう、活動
の相談やニュースレターによる情報提供等により活動を支援します。

成年後見人等の連絡会
　後見活動をしている人を対象として、連絡会を開催し、後見活動に
役立つ情報の提供や後見人同士の交流・情報交換の場として、後見
活動が円滑に進められるよう支援します。

後見報酬の助成
　法定後見制度を利用している被後見人等が、第三者（専門職）後
見人の報酬を支払うのが困難な場合に港区が助成します。（助成に
は一定の要件があります）
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サービスの種類 サービス内容 利　用　料
①福祉サービスの
　利用援助

福祉サービスの利用に関する相談・情報提供・手続き
や利用料支払いの援助、郵便物の確認など

基本料金：１回１時間まで
　　　　 １,500円
延長料金：30分単位で
　　　　 600円を加算

②日常的金銭管理
　サービス

預貯金等の払戻し・預け入れ、公共料金や家賃等の
支払いの援助など

③書類等の
　預かりサービス

大切な書類などのお預かり
［お預かりできるもの］
●預貯金通帳
●実印・届出印
●書類（不動産の権利証、年金証書、保険証書など）

１ヶ月500円

●お預かりできないもの・・・現金、有価証券、宝石、自宅のカギ、書画、骨董品など
●サービス提供時に必要な交通費（利用者宅から金融機関等への往復など）は、利用者負担になります。
●利用料の減免制度があります。（前年分住民税非課税の人は半額。生活保護受給者は免除）
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